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議案日程 

議事録署名委員の指名 

議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案害２号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の承認について 

報告第１号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

報告第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書取下げについて 

報告第３号 農地所有適格法人の事業状況報告に伴う要件の確認について 



第４回定期総会議事録 令和４年６月第４回総会

会議の概要

議長 　定刻になりましたので、ただいまより令和４年度６月第４回総会を開会いたします。

　開会時間は午後１時３５分です。

　なお、本日の会議において、農業委員会等に関する法律第２９条により、農地利用最適化推

進委員の出席を求めています。本日は欠席者はおりません。出席農業委員は１４名中１４名

で、定員数に達しておりますので総会は成立しております。出席を求めた農地利用最適化推進

委員の出席人数は９名です。

　お願い事項として、質疑等は挙手の後、許可を得て起立して、議席番号、氏名を名乗ってか

ら行うようお願いいたします。次に、携帯電話はマナーモードに設定し、緊急以外は通話しな

いことをお願いいたします。

　つづきまして日程１、議事録署名委員の指名ですが、席順により、議席番号５番「笠原敏

夫」委員、６番「横田智恵美」委員にお願いいたします。

　それでは、日程に従い議事に入ります。

　日程２、議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を上程いたしま

す。今月は１件の申請がありました。

　なお、議案第１号の申請番号１番に関しまして、日程５、報告第２号「農地法第５条第１項

の規定による許可申請書取下げについて」の申請番号１番と関連がございますので、一括して

事務局より説明をお願いします。

事務局 　はい。議案第１号と報告第２号について、関連案件となりますので、順番を変えて説明させ

ていただきます。

　はじめに、報告第２号から説明させていただきます。

　報告第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書取下げについて」申請人より農地

法第５条第１項の規定による許可申請書の取下げ申請があったので報告するとのことです。

（報告第２号申請番号１番について説明）

こちらの申請につきましては令和３年２月に農地転用の申請がされ、農業委員会総会で議案

となったものでございます。

　しかしながらその後林地開発の協議が予定したように進まず「他法令に違反しないこと」と

いう観点から農地転用の許可についても保留となっておりました。現地は昔、炭鉱をしていた

ところで、実際には現場の状況確認作業に時間がかかっていたと聞いております。

　申請から１年以上が経過してしまったことと、林地開発の協議の結果、盛土の計画に変更が

生じたことから、当時の農地転用の申請を取り下げ、新しいもので再申請することになりまし

た。

　そして、その再申請が議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」と

なっております。

　それでは、議案第１号の説明に入らせていただきます。

　議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」申請人より農地法第５条

第１項の規定による許可申請があったので、その適否を諮るとのことです。

　資料の表をご覧ください。

（議案第１号申請番号１番について説明）
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第４回定期総会議事録 令和４年６月第４回総会

事務局 　本申請について補足説明いたします。

　まず、本申請事由に記載されていた太陽光発電施設の場所ですが、案内図５ページをご覧く

ださい。点線で囲ってある部分が、太陽光事業計画地です。総面積は56,010㎡で申請事由にも

ありましたとおり、事業地のほとんどは山林です。パネルを貼る山林は傾斜地であり、付帯施

設である調整池やパネルの仮置き場として使うには不向きのため、隣接する農地を転用し、付

帯施設用地として利用する計画をしています。

　申請農地は地図に黒塗りをしてある部分です。地図の左下は「資材置場（予定）」ですが、

こちらには工事期間中は工事関係の仮設事務所の設置も予定されています。また、工事車両置

場としても使用が予定されています。さらにその南側は「調整池」の予定となっています。ま

た、そこから北側に行った３６３番地１については緑地帯の一部となる計画で、農地の使い方

については以前申請された時と変わっておりません。

　今回の申請人である譲受人は、平成３０年設立され、太陽光、風力、バイオマス、水力等の

自然エネルギーを利用した発電業務及び電力の販売、運営をしています。

　本申請について、工事資金は全額融資で賄われており、融資証明と預金の残高証明書が添付

されていることを申し添えます。

　また、本申請地を含む経済産業省の認定に係る資料、農地には抵当権が設定されております

ので抵当権者の同意書、隣接耕作者の同意書も添付されております。

　なお、本件の農地区分は、公共投資の対象にならない小集団の生産性の低い農地「第２種農

地」に当たると判断されます。

　最後に、調査区は大河地区になります。以上、内容説明とさせていただきます。よろしくお

願いします。

議長 　ありがとうございました。

　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。

５番笠原委員 　議席番号５番の笠原が報告いたします。

　６月２５日にパトリアおがわに集まって、農業委員３名、推進委員２名、計５名で現地調査

を行いました。

　現地は約３０年前から休耕状態でありますが、草刈り管理がされております。

　資材置き場予定地並びに調整池予定地は山林に接し、間に水路が流れています。

　緑地帯の一部となる予定の農地は年に数回草刈りをしている状況です。

　調査した結果、担当地区としては特に問題なしと判断いたします。

　皆様のご審議よろしくお願いします。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

７番河村委員 　議席番号７番の河村です。

　山林については、既に太陽光パネルの設置は決定しているのでしょうか。

事務局 　山林についても農地と同時申請しています。現在、林地開発との協議中です。

　本日の農業委員会で可決・承認されると県に進達し、許可の判断となれば林地開発と同時許

可となります。

　農転の許可だけが先行して下りることはありません。
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第４回定期総会議事録 令和４年６月第４回総会

議長 　ありがとうございました。ほかに質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

新井邦男推進委員 　推進委員の新井です。

　国道側には調整池は作らないのでしょうか。

事務局 　農転の議題ですので図面には記載しませんでしたが、計画地内で農地以外に国道側へ２つの

調整池を設置する予定です。

議長 　ありがとうございました。ほかに質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１号、申請番号１番につきまして、承認

に賛成の方の挙手を求めます。

（賛成多数）

議長 　賛成多数ですので申請番号１番については可決、承認されました。ありがとうございまし

た。

　なお、議案第１号は許可権者が埼玉県になりますので、原案のとおり許可相当として県知事

に意見書を送付いたします。

　つづきまして、日程３、議案第２号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の

承認について」を上程いたします。

　審議の進め方について、先に委員の皆様にお諮りしたいと思います。再設定および新規共

に、地区毎に現地調査報告と質疑、採決をとる方法で議事を進めたいと思います。ただし、委

員に関係する案件については、その地区の頭で個別に審議し、残りを一括採決をとる方法で議

事を進めたいと提案します。よろしいでしょうか。

（異議なし）

議長 　承認が得られたということで、議案第２号につきましては地区ごと一括採決で進めさせてい

ただきます。

　それでは、審議に入る前に事務局より利用権について説明をお願いいたします。

事務局 　はい。議案第２号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の承認について」小

川町長から農用地利用集積計画について承認を求められたので、意見の決定を諮るとのことで

す。

　農用地利用集積計画の決定については、今年度はじめての案件となりますので、議案説明に

入る前に簡単に説明させていただきます。
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第４回定期総会議事録 令和４年６月第４回総会

事務局 　今回ご審議いただくのは、通称「利用権」と呼ばれる期限付きの賃貸借の権利設定について

で、これは農業経営基盤強化促進法という国の法律の下、当事者より申出がされるものです。

市町村はこの法律に基づき「農用地利用集積計画」というものを作成しており、利用権はこの

計画の一部に当たります。町は、この計画を公告するために農業委員会の決定を経る必要があ

るとされており、今回当委員会に承認を求められているものです。

　また、農業委員会は、担い手や土地所有者からの申出を受けて、農地の利用調整に努めるこ

とが求められています。

　なお、小川町では農家向けに年２回、農家外向けに年１回この申し出を受け付けており、農

業委員会では農家向けは６月と１１月の案件として、農家外向けは２月の案件として審議して

いただきます。

　また、本日お配りしました資料「新規就農希望者様」をご覧ください。こちらは新規就農者

に説明するときに使っている資料で、農地を借りる２つの方法を記載させていただいていま

す。

　基本的には、農地を所有したり、借りたりすることは農家にしかできません。そしてその方

法には、表右側の「農地法３条」によるものと、左側の「農業経営基盤強化促進法」によるも

の（今回の議案）の２種類があります。

　この２つの大きな違いは、賃借の効力が解約するまで自動更新になってしまうか、期間満了

で消滅するのかというところにあります。

　昔は農地法による貸し借りしかなかったため、所有者側からすると農地がとられてしまうの

ではという不安もあったことから、現在では期限で効力が消滅する利用権設定の貸し借りが主

流になっております。

　また、農地法の要件には「下限面積要件」があり、経営農地が下限面積を超えていないと、

農地法での賃借や売買はできないこととなっています。

　利用権設定につきましては要件が市町村ごとに異なりますが、小川町では現在１年１反以上

の農業経験を有する方が利用権を設定することができ、その際には３反の耕作をお願いしてお

ります。

　今回新規就農者が３名おりますが、各地区議案の最後に補足説明させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。

　以上を踏まえまして、議案の説明に入らせていただきます。

議長 　それでは、これより審議に入ります。今回は再設定が８１件、新規が３２件、計１１３件の

申請がありました。土地の所在地等の説明は特に必要な場合以外は省略しても差し支えないと

致します。

　はじめに、小川地区の再設定の審議に入ります。関係委員がおりますので先に関係委員の案

件を審議いたします。申請番号８番について関係委員である河村委員の退出を求めます。

（河村委員、退出）

議長
　それでは、河村委員の関係案件、申請番号８番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 　はい。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、町から当委員会に、農用地

利用集積計画について承認を求められております。今回の申請の合計は、１１３件、１７３

筆、１７７，６３９㎡です。
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事務局
　この申請に基づく権利関係者からの同意要件はすべて満たしていることを申し添えます。

　それでは、申請番号８番の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願いします。

１番中野委員 　議席番号１番の中野が報告いたします。

　６月２５日午前９時に埼玉伝統工芸会館に集まり、農業委員３名、推進委員３名、合計６名

で現地調査を行いました。

　現地はしっかり管理されておりました。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号８番について、承認に賛成の方の

挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号８番については可決、承認されました。河村委員の着席を命じま

す。

（河村委員、着席）

議長 　つづきまして、小川地区再設定、委員関連案件１件を除く申請番号１番から１４番につきま

して一括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号８番を除く１番～１４番の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願いします。
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第４回定期総会議事録 令和４年６月第４回総会

１番中野委員 　議席番号１番の中野が報告いたします。

　１番、２番は耕作されていました。

　３番は管理されていました。

　４番、５番は水田として耕作されていました。

　６番、７番は管理されていました。

　９番の９６２番地１と９６３番地１は管理されていました。

　９番の１０８０番地１と１０番は水田として耕作されていました。

　１１番は管理されていました。

　１２番は水田として耕作されていました。

　１３番は管理されていました。

　１４番は水田として耕作されていました。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。小川地区再設定、委員関連案件１件を除く

申請番号１番から１４番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１番から１４番についてはすべて可決、承認されました。これに

より、小川地区の再設定はすべて可決承認されました。ありがとうございました。

　つづきまして、大河地区の再設定の審議に入ります。関係委員がおりますので先に関係委員

の案件を審議いたします。申請番号１６番～１８番の３件について関係委員である横田委員の

退出を求めます。

（横田委員、退出）

議長 　それでは、横田委員の関係案件、申請番号１６番～１８番の３件について、事務局より説明

をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号１６～１８番の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、大河地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。
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荒井推進委員 　推進委員の荒井が報告いたします。

　６月２５日に農業委員、推進委員、合計５名でパトリアおがわに集合し現地調査いたしまし

た。

　１６番はライ麦が耕作されていました。

　以上です。

１２番福島委員 　議席番号１２番の福島が報告いたします。

　１７番、１８番は適正に耕作されていました。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１６番～１８番の３件について、

承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１６番～１８番の３件については可決、承認されました。横田委

員の着席を命じます。

（横田委員、着席）

議長 　つづきまして、大河地区再設定、委員関係案件３件を除く、申請番号１５番から２４番につ

きまして一括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、委員関連案件３件を除く１５番から２４番の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、大河地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。

１２番福島委員 　議席番号１２番の福島が報告いたします。

　１５番はシャクヤク、カボチャが定植済みでした。

　以上です。

６番横田委員 　議席番号６番の横田が報告いたします。

　１９番は花桃が植えられていました。
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６番横田委員 　２０番、２１番、２２番はクジャクソウが植えられていました。

　以上です。

新井實一推進委員 　推進委員の新井が報告いたします。

　２３番、２４番は切り花用のシャクヤクが植えられていました。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。大河地区再設定、委員関係案件３件を除

く、申請番号１５番から２４番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長
　全員賛成ですので、申請番号１５番から２４番についてはすべて可決、承認されました。こ

れにより、大河地区の再設定はすべて可決承認されました。ありがとうございました。

　つづきまして、竹沢地区の再設定の審議に入ります。なお、竹沢地区再設定は４件で関係委

員はおりません。申請番号２５番～２８番につきまして一括審議を行います。事務局より説明

をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号２５～２８番の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、竹沢地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の竹沢地区委員より現地調査報告をお願いします。

新井邦男推進委員 　推進委員の新井が報告いたします。

　６月２０日に農業委員２名、推進委員２名、合計４名で上勝呂区民センターに集合し、現地

確認を行いました。

　２５番はきれいに管理された状態でした。

　２６番の３８番地はスイカ、カボチャが作付けされていました。

　２６番の３９番地はスイカが作付けされていました。

　２６番の２２１番地１は小麦が作付けされていました。

　２６番の７５４番地１はスイカが作付けされていました。

　２７番はナス、ショウガが作付けされていました。

　２８番は梅、ミョウガが作付けされていました。
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新井邦男推進委員 　以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。竹沢地区再設定、申請番号２５番から２８

番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長
　全員賛成ですので、申請番号２５番から２８番についてはすべて可決、承認されました。こ

れにより、竹沢地区の再設定はすべて可決承認されました。ありがとうございました。

議長 　つづきまして、八和田地区の再設定の審議に入ります。関係委員がおりますので先に関係委

員の案件を審議いたします。はじめに、申請番号３７番について審議しますが、私が関係して

いる案件ですので、この審議につきましては議長を柴﨑副会長に交代させていただきます。よ

ろしくお願いします。

（山田委員、退出）

（議長を柴﨑副会長に交代）

議長（副会長） 　議長を交代いたします。それでは、山田委員の関係案件、申請番号３７番について、事務局

より説明をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号３７番の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長（副会長） 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

４番田中委員 　議席番号４番の田中が報告いたします。

　６月２０日午前８時３０分に農業委員６名、推進委員２名で八和田公民館に集合し、現地調

査を行いました。

　３７番はキュウリが作付けされていました。

　以上です。
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議長（副会長） 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長（副会長） 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長（副会長） 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号３７番について、承認に賛成の方

の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長（副会長） 　全員賛成ですので申請番号３７番については可決、承認されました。山田委員の着席を命じ

ます。

（山田委員、着席）

議長（副会長） 　会長が議席に戻られましたので議長を交代いたします。

議長
　議長を交代いたします。つづきまして、関口委員の関係案件９件につきまして審議いたしま

す。関係委員である関口委員の退出を求めます。

（関口委員、退出）

議長 　それでは、関口委員の関係案件、申請番号４４番、４５番、４８番、６２番、６３番、６４

番、６６番、６７番、７１番の９件について、事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、関口委員の関連案件９件の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

２番島田委員 　議席番号２番の島田が報告いたします。

　６月２０日午前８時３０分に農業委員６名、推進委員２名、今回新規で設定する方２名、合

計１０名で八和田公民館に集合し、現地調査を行いました。

　４４番、４５番は水田で田植えがされていました。

　４８番の６９２番地は田植え前の状態でした。

　４８番の７３６番地、７３８番地は小麦の耕作中でした。

　４８番の１５番地は田植えがされていました。

　４８番の１９番地は大豆の播種の準備中でした。

　６２番、６３番、６４番は田植えがされていました。
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２番島田委員 　６６番、６７番、７１番は小麦の耕作中でした。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号４４番、４５番、４８番、６２

番、６３番、６４番、６６番、６７番、７１番の９件について、承認に賛成の方の挙手を求め

ます。

（全員挙手）

議長
　全員賛成ですので申請番号４４番、４５番、４８番、６２番、６３番、６４番、６６番、６

７番、７１番の９件については可決、承認されました。関口委員の着席を命じます。

（関口委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号４６番について審議します。関係委員である田下委員の退出を求め

ます。

（田下委員、退出）

議長 　それでは、田下委員の関係案件、申請番号４６番について、事務局より説明をお願いしま

す。

事務局 　それでは、申請番号４６番の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

永島推進委員 　推進委員の永島が報告いたします。

　４６番の６７９番地は管理中でした。

　４６番の３０７番地１、３０８番地は里芋が耕作されていますが、一部管理中でした。

　４６番の３０９番地は山東菜と株が耕作されていますが、一部管理中でした。

　４６番の３１１番地は長ネギと分けネギが植えられていました。

　４６番の３１３番地は長ネギが植えられていました。
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永島推進委員 　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号４６番について、承認に賛成の方

の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号４６番については可決、承認されました。田下委員の着席を命じ

ます。

（田下委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号４７番、４９番、５０番、５１番の４件について審議します。関係

委員である遠藤委員の退出を求めます。

（遠藤委員、退出）

議長 　それでは、遠藤委員の関係案件、申請番号４７番、４９番、５０番、５１番の４件につい

て、事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、遠藤委員の関連案件４件の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

１３番柴﨑委員 　議席番号１３番柴﨑が報告します。

　調査日等は同じですので割愛させていただきます。

　４７番、４９番、５０番、５１番は全て田植え後の状態でした。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）
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議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号４７番、４９番、５０番、５１番

の４件について、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号４７番、４９番、５０番、５１番の４件については可決、承認さ

れました。遠藤委員の着席を命じます。

（遠藤委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号７６番～７８番の３件について審議します。関係委員である島田委

員の退出を求めます。

（島田委員、退出）

議長 　それでは、島田委員の関係案件、申請番号７６番～７８番の３件について、事務局より説明

をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号７６番から７８番の再設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

３番関口委員 　議席番号３番関口が報告いたします。

　７６番、７７番は田植えがしてありました。

　７８番は麦を刈り取った後でした。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）
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議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号７６番～７８番の３件について、

承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号７６番～７８番の３件については可決、承認されました。島田委

員の着席を命じます。

（島田委員、着席）

議長 　つづきまして、八和田地区再設定、委員関係案件１８件を除く、申請番号２９番から８１番

につきまして一括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、委員関連案件１８件を除く申請番号２９番から８１番の再設定について読み上げ

ます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

永島推進委員 　推進委員の永島が報告いたします。

　２９番の１３１番地１、１３６番地は田植えがされていました。

　２９番の１４０番地は管理中でした。

　３０番はワイナリーのブドウが作付けされていました。

　３１番は田植えしていましたが、半分は管理状態でした。

　３２番、３３番は管理状態であり、一部田植えがされていました。

　以上です。

４番田中委員 　議席番号４番の田中が報告いたします。

　３４番、３５番は管理状態でした。

　３６番、３８番は田植えされていました。

　以上です。

坂田推進委員 　推進委員の坂田が報告いたします。

　３９番、４０番は菊芋、里芋が作付けされていました。

　４１番、４２番は田植え後の状態でした。

　以上です。

９番遠藤委員 　議席番号９番の遠藤が報告いたします。

　４３番は田植え後の状況でした。

　以上です。

８番田下委員 　議席番号８番の田下が報告いたします。

　５２番は麦の刈り取り前の状態でした。
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８番田下委員 　５３番は小松菜が耕作されており、一部耕耘中でした。

　５４番、５５番、５６番、５７番は管理している状態でした。

　５８番、５９番は耕耘後の状態で、ニンニクと人参が作付けされていました。

　以上です。

３番関口委員 　議席番号３番の関口が報告いたします。

　６０番、６１番はジャガイモと麦が作付けされていました。

　６５番、６８番は麦が作付けされていました。

　６９番、７０番は耕耘している状態でした。

　７２番は麦の刈り取り後の状態でした。

　以上です。

２番島田委員 　議席番号２番の島田が報告いたします。

　７３番、７４番、７５番はブドウの収穫前の状態でした。

　以上です。

１３番柴﨑委員 　議席番号１３番柴﨑が報告いたします。

　７９番は麦を刈った後の状態でした。

　８０番は田植えしてありました。

　８１番はポットの花を栽培するためのハウスが３棟建っていました。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。八和田地区再設定、委員関係案件１８件を

除く、申請番号２９番から８１番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、委員関係案件１８件を除く、申請番号２９番から８１番についてはすべ

て可決、承認されました。これにより、八和田地区の再設定はすべて可決承認されました。あ

りがとうございました。

　つづきまして、小川地区の新規の案件を審議いたします。関係委員がおりますので先に関係

委員の案件を審議いたします。申請番号８２番から８６番の５件について関係委員である河村

委員の退出を求めます。

（河村委員、退出）
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議長 　それでは、河村委員の関係案件、申請番号８２番から８６番の５件について、事務局より説

明をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号８２番から８６番の新規設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。

議長 　それでは、申請番号８２番から８６番の５件について、調査担当区の小川地区委員より現地

調査報告をお願いします。

１番中野委員 　議席番号１番の中野です。

　８２番、８３番は耕作されておらず、まだ管理されていない状況でした。

　８４番から８６番は、耕作されておりませんが、草刈り等の管理がされている状況でした。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号８２番から８６番の５件につい

て、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、申請番号８２番から８６番の５件については可決、承認されました。河

村委員の着席を命じます。

（河村委員、着席）

議長 　つづきまして、小川地区新規設定、申請番号８７番、８８番の２件につきまして一括審議を

行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号８７番８８番の新規設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。
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議長 　それでは、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願いします。

１番中野委員 　議席番号１番の中野が報告いたします。

　８７番は耕作されている状況でした。

　８８番は耕作されておりませんが、草刈り等の管理がされている状況でした。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。小川地区新規設定、申請番号８７番、８８

番の２件につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号８７番、８８番の２件については可決、承認されました。これに

より、小川地区の新規設定はすべて可決承認されました。ありがとうございました。

　つづきまして、大河地区の新規設定の審議に入ります。なお、大河地区新規設定は２件で、

全て関係委員案件となります。申請番号８９番、９０番の２件について一括審議を行いますの

で、関係委員である横田委員の退出を求めます。

（横田委員、退出）

議長 　それでは、横田委員の関係案件、申請番号８９番、９０番の２件について、事務局より説明

をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号８９番９０番の新規設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、大河地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。

１２番福島委員 　議席番号１２番の福島が報告いたします。

　８９番は耕作開始状態でした。

　以上です。

荒井推進委員 　推進委員の荒井が報告いたします。

　９０番もやはり新規ということで、耕作が始まったところでございます。
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荒井推進委員 　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号８９番、９０番の２件について、

承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号８９番、９０番の２件については可決、承認されました。これに

より、大河地区の新規設定はすべて可決承認されました。ありがとうございました。横田委員

の着席を命じます。

（横田委員、着席）

議長 　つづきまして、竹沢地区の新規設定の審議に入ります。なお、竹沢地区新規設定は１件で関

係委員はおりません。申請番号９１番につきまして審議を行います。事務局より説明をお願い

します。

事務局 　それでは、申請番号９１番の新規設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　受人は今回初めて利用権設定をされる方ですので補足で報告させていただきます。

　別にお配りしている資料「新規就農者について」の１ページ目をご覧ください。

　受人は勝呂区にお住まいの４８歳男性。

　作目構成は稲作、小麦、梅。

経営方針は、「家族により小規模経営・個人向け販売を行う。環境負荷の少ない無肥料・無

農薬栽培を主とする」とのことです。

数年前に小川町に移住されており、農業経験は２年で令和２年４月から約４反の作業受託契

約書が添付されております。

　また、将来的に農地の名義変更を希望しております。農地の名義変更は農地法３条の許可が

必要となりますが、取得できる農家要件として、竹沢地区ですと利用権設定後３年３反以上の

耕作を必要としています。

　新規就農者につきましては地区委員に詳しい資料をお渡ししております。

　現地調査報告で補足説明がありましたら、よろしくお願いいたします。

　以上報告とさせていただきます。

　最後に調査区は、竹沢地区になります。
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議長 　それでは、調査担当区の竹沢地区委員より現地調査報告をお願いします。

𠮷田推進委員 　推進委員の𠮷田が報告いたします。

　調査日等は新井邦男推進委員が報告したので割愛させていただきます。

　９１番の３３０番地１、３３１番地１はまだ手を加えていない状態でした。

　９１番の３４２番地１は梅林でした。

　９１番の３４３番地１、３４４番地３は草刈りがされ、管理された状態でした。またヤギの

餌場としても使用されているとのことでした。

　９１番の１０１９番地５は自家用のトマト、キュウリ、トウモロコシの栽培がされていまし

た。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。竹沢地区新規設定、申請番号９１番につき

まして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、申請番号９１番については可決、承認されました。ありがとうございま

した。

　つづきまして、八和田地区の新規設定の審議に入ります。関係委員がおりますので先に関係

委員の案件を審議いたします。はじめに、申請番号９２番について関係委員である島田委員の

退出を求めます。

（島田委員、退出）

議長 　それでは、島田委員の関係案件、申請番号９２番について、事務局より説明をお願いしま

す。

事務局 　それでは、申請番号９２番の新規設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。
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３番関口委員 　議席番号３番の関口が報告いたします。

　９２番の８３９番地は田植えがされていました。

　９２番の１５１３番地１は麦刈り後の状態でした。

　９２番の１５３９番地は田植えがされていました。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号９２番について、承認に賛成の方

の挙手を求めます。

　（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号９２番については可決、承認されました。島田委員の着席を命じ

ます。

（島田委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号９９番ついて審議します。関係委員である永島推進委員の退出を求

めます。

（永島推進委員、退出）

議長 　それでは、永島推進委員の関係案件、申請番号９９番について、事務局より説明をお願いし

ます。

事務局 　それでは、申請番号９９番の新規設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

８番田下委員 　議席番号８番の田下が報告いたします。

　９９番は田んぼで植え付けが終了した状態でした。

　以上です。
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議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号９９番について、承認に賛成の方

の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号９９番については可決、承認されました。永島推進委員の着席を

命じます。

（永島推進委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号１０８番について審議します。関係委員である遠藤委員の退出を求

めます。

（遠藤委員、退出）

議長 　それでは、遠藤委員の関係案件、申請番号１０８番について、事務局より説明をお願いしま

す。

事務局 　それでは、申請番号１０８番の新規設定について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

１３番柴﨑委員 　議席番号１３番の柴﨑が報告いたします。

　１０８番は田植えが終わった状態でした。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

21 / 26 ページ



第４回定期総会議事録 令和４年６月第４回総会

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１０８番について、承認に賛成の

方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１０８番については可決、承認されました。遠藤委員の着席を命

じます。

（遠藤委員、着席）

議長 　つづきまして、八和田地区新規設定、委員関係案件３件を除く、申請番号９２番から１１３

番につきまして一括審議を行います。事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、委員関係案件３件を除く申請番号９２番から１１３番の新規設定について読み上

げます。新規就農者が２名おりますので、お二人については議案説明のあと、最後に補足説明

をさせていただきます。

（議案書を朗読）

　新規就農のお二人について補足で報告させていただきます。

　はじめに新規設定９５～９７番の新規就農者について報告いたします。

　「新規就農者について」の２ページ目をご覧ください。

　受人は小川地区にお住まいの７０歳男性。

　作目構成はねぎ、なす、玉ねぎ、里芋、ハクサイなど多品種です。

事務局
経営方針は、「有機栽培・小川堆肥組合でたい肥製造に携わり、そのたい肥のみを使用し野

菜栽培を行う。生産と販売を考慮し、少量多品種の栽培を行い出荷する」とのことです。

農業経験は１年で、令和３年１月から３反以上の作業受託契約書が添付されております。契

約上は１年ですが、実際はもっと前から農業をしていた話も聞いております。

　地区委員の現地調査報告で補足説明がありましたら、よろしくお願いいたします。

　つづきまして、新規設定１０４番１０７番の新規就農者について報告いたします。

　「新規就農者について」の３ページ目をご覧ください。

　受人は東小川地区にお住まいの６６歳女性。

　作目構成は水稲、玉ねぎ、にんにく、こごみ、エシャレット、しょうが他。

経営方針は、「内洞の景観と生物の多様性に配慮し、昔ながらの手作業で行う田植え、稲刈

りを基本とする。将来次の世代に引き継いでもらえるような環境づくりを目指します」とのこ

とです。

山から落ちてくる枯葉を肥料とし無農薬で行うとのことで、現在休耕田を復元中とのこと。

水温アップ用のため池を作るなど独自にいろいろ研究されているそうです。

　農業経験は１年で、令和２年１０月から約４反の作業受託契約書が添付されております。

その他参考として、現地は耕運機を入れることができないため、すべて手作業で行うので、

一人での耕作は難しく、労働力１名となっておりますが、農作業を協力してくださる方もい

らっしゃるそうです。
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　地区委員の現地調査報告で補足説明がありましたら、よろしくお願いいたします。

　以上報告とさせていただきます。

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

永島推進委員 　推進委員の永島が報告いたします。

　９３番はトウモロコシ、ジャガイモなど多種多様な作物が耕作されておりました。

　９４番は里芋、ジャガイモ、パセリ、トウモロコシなど多種多様な作物が耕作されておりま

した。

　９５番は多種多様な作物が耕作され、雑草という雑草が不思議なくらい生えておりませんで

した。

　９６番はキュウリやジャガイモなどたくさんの作物が耕作されておりました。

　９７番は堆肥を入れて耕耘状態でした。今後は秋野菜を植えるとお聞きしました。

　９８番はだいぶ良い苗が植えられていました。

　以上です。

８番田下委員 　議席番号８番の田下が報告いたします。

　１００番の１９３８番地はズッキーニとジャガイモが植えてありました。

　１００番の１９３９番地は耕耘後の状態でした。

　以上です。

坂田推進委員 　推進委員の坂田が報告いたします。

　１０１番は田植え後の状態でした。

　１０２番、１０３番は切り花が栽培されていました。

　１０４番の１４０７番地は田んぼで約７割が田植え後の状態で、残りの３割は管理状態でし

た。

　１０４番の１４０８番地１は間もなく耕耘を予定しているとのことでした。

　１０５番、１０６番は田植え後の状態でした。

　１０７番は玉ねぎの収穫後で、ショウガが作付けされていました。

　なお、新規就農者について事務局から報告をいただきました。重複するかもしれませんが補

足説明させていただきます。

　場所は中爪の内洞とういう地区で国道２５４バイパスを嵐山町から小川町に入ったホタルの

里が隣接している自然環境に恵まれた場所です。

　農耕機が入らない場所であるため、田植えや稲刈りは協力者と手作業で行っているとのお話

でした。

　稲作が中心だそうですが、イノシシやアライグマの被害を考慮して一部玉ねぎ、ニンニク、

ショウガなども作付けされているとのことです。

　谷津であるため生産性は良いものではないかもしれませんが、人の手が入らなくなるとすぐ

に荒れ地と化してしまうため、将来のビジョンを見て環境づくりを目指していくと話していま

した。

　以上です。

９番遠藤委員 　議席番号９番の遠藤が報告いたします。

　１０９番はブドウの作付け後でございます。

　以上です。
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８番田下委員 　議席番号８番の田下が報告いたします。

　１１０番は耕耘後で緑肥を作る予定とのことでございました。

　１１１番は田植え後の状態でした。

　以上です。

９番遠藤委員 　議席番号９番の遠藤が報告いたします。

　１１２番、１１３番はブドウの作付け後でした。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。委員関係案件３件を除く、申請番号９２番

から１１３番につきまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、９２番から１１３番についてはすべて可決、承認されました。これによ

り、八和田地区の新規設定はすべて可決承認されました。ありがとうございました。

　以上で、今回申請のあった再設定、新規申請についてはすべて承認されました。ありがとう

ございました。

　つづきまして日程４、報告第１号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出について」

を上程いたします。今月は４件の届け出がありました。事務局より報告をお願いします。

事務局 　はい。報告第１号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出について」申請人より農地

法第５条第１項第７号の規定による届け出があったので報告するとのことです。

（申請番号１番から４番を順に報告）

　以上です。

議長 　ありがとうございました。

　次の日程５、報告第２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書取下げについて」

は、日程２、議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」の審議の際に

説明しましたので、割愛いたします。

　つづきまして日程６、報告第３号「農地所有適格法人の事業状況報告に伴う要件の確認につ

いて」を上程いたします。事務局より報告をお願いします。
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事務局 はい。報告第３号「農地所有適格法人の事業状況報告に伴う要件の確認について」農地法第

６条第１項の規定により提出された農地所有適格法人報告書により農地所有適格法人の要件確

認について報告するとのことです。

こちらの案件は、条件を満たすことを確認する案件であり、その内容について審議するもの

ではありませんので、報告案件とさせていただきます。

農地所有適格法人の要件確認につきましては農業委員会が改選されて初めての案件になりま

すので、報告に入る前に少しご説明させていただきます。

通常、農地は農家でなければ所有、借受できないものとされており、法人は農家にあたらな

いため、農地の所有、借受はできないものとされております。しかし、一定の条件を満たすこ

とで、法人も農地を所有したり、借受ができることとされております。この条件を満たした

「農業経営を行うために農地を所有できる法人」のことを「農地所有適格法人」と言います。

本日お配りしたカラー印刷の資料「農地を所有できる法人の要件等の見直し」をご覧くださ

い。こちらは平成２８年４月１日施行の改正農地法により変更になった点をわかりやすく記載

した資料です。農地所有適格法人は、以前は「農業生産法人」とよばれており、この改正によ

り法人の呼び名が変更となり、要件が緩和されました。

農地所有適格法人の要件は、資料にありますとおり「２，法人形態要件」「３，事業要件」

「４，構成員・議決権要件」「５，役員要件」の４つになります。

本件につきましては、農地法第６条の規定に基づき、法人から報告を受け、農地所有適格法

人の４要件を満たすか毎年確認をお願いするものです。

農地所有適格法人は毎年この条件を満たすことを報告する必要がありますが、提出時期は決

算月により異なります。

現在、小川町内では５法人の農地所有適格法人があり、今回はその中の１法人の報告となり

ます。

今回報告する法人は法人名で農地を借りるのが今回初めてになりますので、経営面積は田畑

共に０ですが、役員個人名で借りているほ場について裏作しているものについては当該法人の

売り上げにしていると伺っております。

　では、報告をしていきますので、資料と合わせてご覧ください。

１点目、「法人形態要件についてですが、カラーの資料をご覧いただくと”株式会社（非公開

会社に限る）、持ち分会社又は農事組合法人”であることが条件とされています。議案書のペー

ジ左上、「法人形態」欄をご覧ください。当該会社は、農事組合法人となっておりますので

「適」と認められます。

２点目、「事業要件」についてですが、資料をご覧いただくと”売上高の過半が農業（販売・

加工含む）”であることが条件とされています。議案書のページ左下、「売上高」欄をご覧くだ

さい。農業4,348,062円に対しその他事業は0円です。総売上高の過半が農業及びそれに関連す

る事業でありますので「適」と認められます。

３点目、「構成員要件」についてですが、資料をご覧いただくと”常時従事者、農地を提供し

た個人、地方公共団体、農協等の議決権が、総議決権の２分の１超”であることが条件とされて

います。議案書のページ右上、「構成員数」欄をご覧ください。構成員たる要件の内の一つと

して、農地提供者①～⑦がございます。本件は総数１６名全員が、要件の内の数値の一つであ

る年間１５０日以上の②「農業常時従事者」でありますので「適」と認められます。
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事務局 ４点目、「役員要件」についてですが、資料をご覧いただくと、”役員の過半が農業の常時従

事者”であること、また、役員又は重要な使用人のうち、１人以上が農作業に従事（原則年間６

０日以上）”であることが条件とされています。議案書のページ右下、「農業・農作業従事の状

況」欄をご覧ください。本件は役員８名が⑨にあるとおり、農業に常時従事し、かつ年間６０

日以上の農作業をしておりますので「適」と認められます。

　以上、本件は４要件を満たすものと判断されますのでご報告いたします。

議長 　ありがとうございました。

　つづきまして、「その他」についてに入ります。その他として議題として取り上げることは

ないでしょうか。

（挙手なし）

議長
　ないようですので、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これをもちまして令和４

年度６月第４回小川町農業委員会総会を閉会いたします。閉会時間は午後５時００分です。
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